
豊川流域 上下水道広域連携協議会（仮称）準備会規約 

(名称) 

第１条 この会の名称は、豊川流域 上下水道広域連携協議会（仮称）準備会 (以下「準

備会」という。)という。 

(目的) 

第２条 豊川流域を中心とした東三河地域において、持続可能な上下水道サービスを

提供していくためには、県と市町村が連携して上下水道を一本化するなど、料金上

昇の抑制、カーボンニュートラルの実現、ＤＸの推進に取組む必要がある。 

準備会は、県と市町村で構成する「豊川流域 上下水道広域連携協議会（仮称）」の

設立を視野に、上下水道の広域連携における一本化組織の方向性、期待される効果等

の検討を行い、基本方針（案）をとりまとめることを目的とする。 

 

（検討事項） 

第３条 準備会は、前条の目的を達成するため、別表１の事業を対象に、次に掲げる事項

の検討を行う。 

（１）一本化組織の方向性 

（２）施設の共同化、管理の一体化の対象 

（３）期待される効果 

（４）その他上下水道の広域連携に必要な事項 

 

(構成) 

第４条 準備会は、別表２に掲げる構成員により構成する。 

２ 会長は、愛知県建設局技監とする。 

３ 準備会の招集及び運営は、会長が行う。 

４ 会長は、必要に応じて構成員以外の出席を求め、その説明または意見を聴くことがで

きる。 

 

(事務局) 

第５条 準備会の事務局は、愛知県建設局上下水道課及び企業庁水道計画課とする。 

 

(情報公開) 

第６条 準備会の会議は、構成員等の自由な議論を担保する観点から、原則として非公開

とする。 

２ 会議の議事概要は、会議終了後に発言者が特定されない形で公開する。 

３ 議事内容及び配布資料の公開又は非公開の判断は、構成員の意見を聞いた上で、会長

が行う。 

 

 (その他) 

第７条 この規約に定めのないものは、会長が必要に応じて構成員に諮り処理する。 

附 則 

この規約は、２０２６年１月２９日から施行する。 

 

別表１ 

検討対象事業 

愛知県 
水道用水供給事業の内 東三河地域 

豊川流域下水道事業 

市町村 
水道事業、公共下水道事業 

その他構成員が必要と認める事業 

 

別表２ 

豊川流域 上下水道広域連携協議会（仮称）準備会 構成員 

愛知県 
建設局技監 

 企業庁水道部長 

豊橋市  上下水道局長 

豊川市  上下水道部長 

蒲郡市  上下水道部長 

新城市 上下水道部長 

田原市  上下水道部長 

設楽町  生活課長 

東栄町 生活環境課長 

豊根村  生活課長 

 
 
 
 
 
 
 


